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残業時間の上限規制が
　一層厳しくなりました。

時間外労働の上限規制の導入
　２０１９年４月１日から、時間外労働時間の上限規制

が導入されました。ただし、中小企業についての適用は

１年間猶予され、２０２０年４月１日からとなります。ま

た、建設事業や自動車運転の業務など、一定の事業・

業務については、上限規制の適用が５年間猶予されま

す。新技術・新商品の研究開発業務については、時間

外労働時間の上限規制の適用はありません。

時間外労働の上限規制の内容
　労働基準法では、労働時間は原則として１日８時間、

１週４０時間以内とされています（法定労働時間）。ま

た、休日は原則として、毎週少なくとも１回与えなけれ

ばならないとされています（法定休日）。法定労働時間

を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や、法定休

日に労働させる場合には、労働基準法３６条に基づく

労使協定（いわゆる３６協定）の締結・届出が必要で

す。この点は、今回の法改正でも変わりません。

新たに罰則規定が設けられました
　これまで３６協定で定める時間外労働については、

厚生労働大臣の告示によって上限の基準が定められて

いました。しかし、罰則による強制力がなく、特別条項

を設けることによって上限なく時間外労働を行わせる

ことが可能となっていました。

　今回の法改正では、３６協定で定める時間外労働

は、原則として１か月４５時間、１年３６０時間を上限と

することが定められました。また、時間外労働と休日労

働の合計時間は、１か月当たり１００時間未満、２～６か

月平均のすべてが１か月あたり８０時間以内でなけれ

ばならないと定められました。

特別条項を設ける場合の上限規制
　３６協定では、通常予見することができない業務

量の大幅な増加等の臨時的な特別の事情がある

場合には、１か月４５時間、１年３６０時間を超えて

労働させることができる旨を協定することもできま

す（いわゆる「特別条項」）。

　前述のとおり、これまで特別条項による時間外労働

の延長には上限がありませんでした。しかし、この度

の法改正により特別条項による時間外労働時間の延

長に以下の①～④の上限規制が定められました。今

後、特別条項を定める場合には、以下の各規制を遵守

した条項としなければなければなりません。

①時間外労働の合計時間が年間７２０時間以内であ

ること

②時間外労働と休日労働の合計時間が１か月当たり

１００時間未満であること

③時間外労働と休日労働の合計時間の２～６か月平

均のすべてが１か月当たり８０時間以内であること

④時間外労働が月４５時間を超える月が年６か月以内

であること

「臨時的な特別の事情」とは
　「臨時的な特別の事情」の内容については、従前の

扱いと同じです。すなわち、「臨時的な特別の事情」と

は、一時的または突発的なものであり、全体として１年

の半分を超えないことが見込まれる事情を指し、限度

時間内で時間外労働をさせる必要のある具体的事由

よりも限定的である必要があります。具体例としては、

予算・決算業務、ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、納

期のひっ迫、大規模なクレームへの対応、機械トラブ

ルへの対応などが挙げられます。

　「業務の都合上必要な場合」、「業務多忙なとき」、「使

用者が必要と認めるとき」など、恒常的な長時間労働を

招くおそれのある抽象的な定め方は認められません。

罰則の内容
　今回法定された時間外労働の上限規制に違反した

場合には罰則（６か月以下の懲役又は３０万円以下の

罰金）が科されるおそれがあります。また、厚生労働省

により、企業名が公表される場合もありますので、お

気を付け下さい。
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　労働基準法では、使用者は労働者

に対し、その勤続年数等に応じて年次

有給休暇（年休）を与えなければなら

ないとされています。「与えなければな

らない」といっても、わが国の労働基

準法では、基本的に労働者が、年休を

取るか否か、いつ取るか、を決める仕

組みとなっています。そのため、年休

取得率の低迷が問題となり、１９８７

年の改正により、使用者が計画的に

労働者に年休を取らせることができる

という制度（計画年休）が導入されま

した。

　しかし、年休取得率の低迷は続き、

厚労省の就労条件総合調査によると、

年休取得率は，２００３年が４８．１％、

２００８が４６．７％、２０１３年が４７．

１％、２０１８年が５１．１％とされてい

ます。２０１８年度の民間の調査では、

日本の年休取得率は、世界１９カ国中

最下位で、ブラジル、フランス、スペイ

ンなどは１００％とのことです。

新たな法改正がこの４月からスタートし
ました。
　この度の改正(２０１９年４月施行)で

は、使用者は、１０日以上の年休を有す

る労働者に対して、自ら特定の日を決め

て年５日以上の年休を取らせることを義

務付けられることになりました(１年の基

点となるのは，１０日以上の年休を与え

た日です)。ただし、①労働者が自分で

年休を取ることを決めた日と②計画年休

の日の合計が年５日以上となっていれば、

使用者は自ら特定の日を決めて労働者

に年休を取らせる義務を負いません。つ

まり、使用者としては、①または②の年

休取得日が年５日に満たなければ、自ら

特定の日を決めて労働者に年休を取ら

せなければならない、ということになり

ます。使用者がこの義務を怠った場合

には、３０万円以下の罰金を科せられる

可能性があります。労働者１人につき１

罪が成立し、罰金の上限は３０万円×労

働者数となるので、注意が必要です。
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　勤務間インターバル制度とは、勤務終

了後、次の勤務開始までの間に一定時間

以上の「休息期間」を設ける制度です。

労働者が一定の休息時間を確保するこ

とで、労働者が十分な生活時間や睡眠

時間を確保でき、ワーク・ライフ・バラン

スを保ちながら働き続けることができる

ようになると考えられています。

　具体的には、始業が午前９時／終業

が午後６時の会社で、ある日午後１１時

まで業務を行ったとします。インターバ

ル時間を１１時間と定めた場合、この労

働者は翌日の勤務開始可能時刻は前日

の終業時刻から１１時間が経過した午

前１０時となります。

　日本ではこれまであまり馴染みのな

い制度でしたが、ＥＵ加盟国では１９９

３年に導入されており「２４時間につき

最低でも連続した１１時間の休息時

間」を取ることを義務化しています。

日本企業でも取り組みが始まっています。
　日本でも本田技研工業株式会社が

１９７０年代からこの制度を導入して

おりましたが、２０１７年頃から導入企

業が増加しており、ＫＤＤＩ株式会社や

ユニ・チャーム株式会社などの企業で

も導入されるようになりました。

　今回の働き方改革実行計画では、勤

務間インターバル制度の導入は、あく

まで努力義務とされるにとどまりました

が、導入企業は要件を満たせば「職場

意識改善助成金」が支給されることに

なりました。

　健康障害の最大の要因の一つであ

る睡眠不足を直接改善するための効果

的な対策と考えられており、厚生労働

省では過労死防止大綱の中で２０２０

年の導入率１０％以上という目標を設

定しています。
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  今回の法改正では、労働者の健康管

理のため、産業医（労働者数５０人以上

の事業場では選任義務があります。）の

機能や長時間労働者に対する面接指

導等が強化されました。要点は次のとお

りです。

産業医の機能の強化
①産業医への情報提供

　事業者は、時間外・休日労働時間が

１月当たり８０時間を超えた労働者の氏

名や、８０時間を超えた時間に関する

情報（該当者がいない場合は「いない」

という情報）等を産業医へ提供しなけ

ればならなくなりました。

②産業医と衛生委員会の関係強化

　事業者は、産業医から勧告を受けた

とき、勧告内容や講じた措置等を衛生

委員会（労働者数５０人以上の事業場

では設置が義務づけられています。）等

に報告しなければならなくなりました。

③健康相談の体制整備

　事業者は、産業医等が健康相談等に

応じるための体制整備（例えば，健康相

談の申出方法（日時、場所も含む）や産

業医の業務内容を労働者に周知させ

る）を行うよう努めなければならなくな

りました。

長時間労働者に対する面接指導等
　事業者は、時間外・休日労働時間が１

月当たり８０時間を超えた労働者本人

に対しては、速やかに時間外・休日労働

時間数を通知しなければならなくなり

ました。

　また、時間外・休日労働時間が１月当

たり８０時間を超え、かつ疲労の蓄積

が認められる者については、その労働

者の申出があるとき、医師による面接指

導を行わなければならなくなりました

（改正前は、１００時間を超えた場合と

されていました。）。

　ご存知のとおり、時間外労働に対し

ては割増賃金が支給されます。具体的

には、法定労働時間（原則として１日８

時間・月４０時間）を超過する労働時

間に対しては、２５％以上の割増率の

適用があります。すなわち、超過労働

時間に対しては、基礎となる賃金単価

の１２５％以上の賃金を適用した残業

代を支給する必要があります。さらに、

平成２０年の法改正（平成２２年４月

施行）により、超過労働時間のうち、月

６０時間を超過した分については、割

増率が２５％以上から５０％以上に引

き上げられました。もっとも、この割増

率の引上げは、中小企業（業種，資本

金，従業員数によって定義されていま

す）については、適用は猶予されてお

り、従前どおり２５％以上とされていま

した。

　今回の働き方改革の一環として、こ

の中小企業に対する猶予措置の廃止

が決定されました。２０２３年４月１日

以降については、この引上げ措置が全

ての企業に適用されることとなりまし

た。１か月６０時間を超える時間外労

働の割増賃金率及び１か月の起算日に

ついては、労働基準法第８９条第１項

第２号に定める「賃金の決定，計算及び

支払の方法」に関するものですので、就

業規則に規定する必要があります。
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【高度プロフェッショナル制度とは】
　一定の要件を満たすことで、労基法に

定められた労働時間、休憩、休日及び深

夜の割増賃金に関する規程を適用しなく

てもよいという制度です。

　この制度の対象となる労働者は、高度

の専門的知識等を有し、職務の範囲が明

確で、一定の年収要件を満たす労働者と

されています。制度適用の要件は、年収１

０７５万円以上であること。労使委員会の

決議、労働者本人の同意、年間１０４日以

上の休日確保措置や健康管理時間の状

況に応じた健康・福祉確保措置等を講ず

ることとされています。

【制度導入の流れ】
　制度導入にあたっては、労使委員会の

設置、労使委員会の決議、労基署長への

届出、対象労働者の書面による同意の取り

付けという手続が必要になります。

【制度導入後】
　また、制度導入後にも健康管理時間の

把握、休日の付与、健康福祉措置の実施

などが必要であり、実施状況について労

基署長に定期報告を行わなければなら

ないとされています。

【労使委員会について】
　労使委員会とは、賃金、労働時間その他

の労働条件に関する事項を調査審議し、

事業主に対し意見を述べることを目的とする

委員会です。使用者及び労働者を代表する

者が構成員となっている必要があります。

また、労働者代表委員が半数を占めていな

ければならないなど様 な々条件があります。

【労使委員会の決議について】
　労使委員会で決議すべき事項は、対象

業務、対象労働者の範囲、対象労働者の

健康管理時間の把握及びその方法、対象

労働者の同意の撤回に関する手続などが

あります。労使委員会の決議の要件は、委

員の５分の４以上の多数とされています。

　以上のとおり、高度プロフェッショナル

制度を導入するにあたっては、法律で定め

られた様 な々手続を行うことが必要とされ

ています。
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　フレックスタイム制は、清算期間の総労

働時間を定めておき、労働者がその範囲

内で各日の始業・終業時刻を自らの裁量

で決定して労働する制度です。

　１日、１週の法定時間規制を受けず、

清算期間での総実労働時間に対して法

定労働時間規制がなされます（労働基

準法３２の３）。

　例えば、清算期間１か月、総労働時間

１５０時間と定めた場合、労働者は１か月

１５０時間を下回らない時間働けば、コア

タイム以外の出退勤時間を自由に決めら

れます。１か月（暦日数３０日とします）の

実労働時間が２００時間となった場合、

１５０時間を超えた部分が直ちに時間外

労働となるわけではなく、３０日あたりの

法定労働時間（週４０時間÷７日×３０日

＝１７１．４２時間）を超えた部分（２８．

５８時間）が時間外労働となります。

清算期間が３ヶ月に延長されました。
　さて、現行のフレックスタイム制の欠点

として、清算期間の上限が１か月であるた

め、６月は長く働き、子供が夏休みとなる

８月は短く働くといった月またぎの調整

ができないことが指摘されていました。

今回の改正では、清算期間の上限が３か

月以内まで伸張され、労働者は、繁忙期

と閑散期とでメリハリを付けて働くことが

可能となりました。

　他方で、特定月の過剰労働防止のた

め、１か月を超える清算期間を定める場

合、労使協定の届出義務化（労働基準監

督署長宛）、月の労働時間の上限（清算期

間を１か月ごとに区分し、各月の労働時間

が１週平均５０時間を超えないこと）とい

う２つの縛りが設けられました。

法定時間外労働の算出方法も変わります。
　この場合に法定時間外労働となるの

は、①１週平均５０時間を超えて労働さ

せた時間＋②清算期間における総労働

時間のうち法定労働時間の総枠を超え

て労働させた時間（ただし①の時間を除

く。）となります。
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苫小牧事務所長 弁護士 中野 正敬

同一労働同一賃金を実現させる
法改正が行われます。

　パートタイム・有期雇用労働法が２０２０年４月

（中小企業は２０２１年４月）から施行されます。こ

の法改正により、正社員（無期雇用フルタイム労働

者）と非正規社員（パートタイム（短時間）労働者・

有期雇用労働者・派遣労働者）との間の不合理な

待遇差をなくし、雇用形態にかかわらない公正な

待遇を確保することを目的としています（いわゆる

「同一労働同一賃金」）。主な改正ポイントは次のと

おりです。

１ 不合理な待遇差を解消するための規定整備
①均衡待遇規定について

　同じ企業内の正社員と非正規社員との間で、

個々の待遇（基本給、賞与、役職手当、福利厚生、

教育訓練など）ごとにその性質や目的に照らして適

切と認められる事情を考慮して判断されるべきで

あるという基本的な考え方を明らかにしました。

　均衡待遇規定とは、正社員との間で、（ア）職務

内容（業務の内容と責任の程度）、（イ）職務内容・

配置の変更の範囲、（ウ）その他の事情の内容を考

慮して、不合理な待遇差を禁止する規定です。

②均等待遇規定の対象について

　短時間労働者に加えて有期雇用労働者も対象と

されました。

　均等待遇規定とは、正社員との間で、（ア）職務

内容（業務の内容と責任の程度）そのもの、（イ）職

務内容と配置を変更しうる範囲が同じ場合、差別

的取扱いを禁止する規定です。

③派遣労働者に対する派遣元の義務について

　派遣元事業主に対し、新たに（ア）派遣先の労働

者との均等・均衡待遇、（イ）一定の要件（同種業務

の一般的労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金

であること等）を満たす労使協定による待遇のい

ずれかの確保を義務づけました。

④ガイドラインの整備について

　短時間・有期雇用労働者・派遣労働者のいずれ

についても、どのような待遇差が不合理に当たるか

を判断する具体的な指針として、ガイドラインを整

備しました。

２ 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
①有期雇用労働者についても、説明義務が課せられ

ました。

　待遇内容及び待遇決定に際しての考慮事項につ

いて、事業者の説明義務が規定されました。

②対象範囲は広く定められています。

　短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者の

いずれについても、事業主に正社員との待遇差の内

容・理由等の説明義務が規定されました。

③不利益な取り扱いを禁止しています。

　労働者が説明を求めた場合に事業主が不利益な

取扱をすることを禁止し、説明義務の実効性を高め

ています。

３ 行政による助言指導等や行政ＡＤＲの整備
①助言指導の対象が広がりました。

　従来、事業主に対する行政の報告徴収・助言・指

導等は、短時間労働者、派遣労働者にのみ規定があ

りましたが、改正法により有期雇用労働者について

も根拠規定が整備されました。

②行政ＡＤＲの対象も広がりました。

　従来、短時間労働者にのみ規定があった行政によ

る裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）につき、有期

雇用労働者・派遣労働者についても根拠規定が整

備されました。

③行政ＡＤＲ取り組み内容も変わりました。

　均衡待遇や待遇差の内容・理由に関する紛争は

従来行政ＡＤＲの対象外とされていましたが、改正

により行政ＡＤＲにより解決することができることに

なりました。

　各論では、「ガイドラインの考え方」、「派遣法改

正と事業主の説明義務の強化」について解説いた

します。
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１ 派遣法改正
　派遣元事業主は、派遣労働者について、①派

遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定水準

*1を満たす労使協定による待遇のいずれかを確

保しなければなりません。均等・均衡待遇の考え

方については、解釈を明確化するため、ガイドラ

インが策定されています（詳細は各論①参照）。

　派遣先事業主は、派遣元事業主が①、②を

確保できるよう、①の判断材料となるべく、比較

対象となる労働者の賃金等の待遇に関する情

報を提供する義務があります。派遣先からの情

報提供がないときは、派遣契約の締結が禁止さ

れます。

　また、教育訓練、福利厚生施設の利用、就業

環境の整備等必要な措置を講じなければなら

ず、派遣料金の額についても、派遣元の交渉に

応じて配慮する義務があります。

２ 事業主の説明義務の強化
　事業主（派遣元事業主）は、パートタイム労働

者・有期雇用労働者（契約社員、嘱託職員等の

契約上雇用期間が定められている労働者）・派

遣労働者のいずれについても、雇入時の待遇

内容、待遇を決定する際の考慮事情だけでな

く、正社員（派遣先比較対象労働者）との間の

待遇差の内容及び理由についても説明する義務

があります。説明義務違反にかかる紛争は、行政

ＡＤＲの対象となったため、労働者は説明義務

違反に対し、行政ＡＤＲでの解決を求めることが

できます。

*1 一定水準

例えば、賃金決定方法は、次のイ、ロに該当するも

のに限るとされる。

イ 協定対象の派遣労働者が従事する業務と同

種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金

額と同等以上の賃金額となるもの

ロ 派遣労働者の職務内容、成果、意欲、能力又

は経験等の向上があった場合に賃金が改善され

るもの
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　このガイドライン（指針）は、正社員（無期雇用

フルタイム労働者）と非正規社員（パートタイム

労働者・有期雇用労働者・派遣労働者）との間

で待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が

不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理

なものでないのか等の原則となる考え方及び具

体例を示したものです。

１ 基本給
　労働者の基本給は、能力又は経験に応じて支

払う「職能給」、業績又は成果に応じて支払う

「成果給」、勤務年数に応じて支払う「勤続給」な

ど、趣旨・性格が様 で々す。その上で、それぞれ

の趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ

同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わ

なければならないとされています。また、昇給に

関しても、労働者の勤続による能力の向上に応

じて行うものについては、同一の能力の向上につ

いては同一の、違いがあれば違いに応じた昇給

を行うべきものとされています。

２ 賞与
　会社の業績等への労働者の貢献に応じて支

給する性質の「賞与」については、同一の貢献に

対しては同一の、違いがあれば違いに応じた支

給を行わなければならないとされています。

３ 各種手当
（１）役職手当

　労働者の役職の内容に対して支給するものにつ

いては、同一の内容の役職には同一の、違いがあ

れば違いに応じた支給を行わなければならないと

されています。

（２）その他手当

　通勤手当、出張旅費、同一の時間外労働を

行った場合の時間外手当の割増率、深夜・休日労

働を行った場合の深夜・休日労働手当の割増率

等は、同一の取扱いを行わなければならないとさ

れています。

４ 賃金の決定基準・ルールについて
　賃金の決定基準・ルールについては本来、労使対

等の原則に基づき労使協議により決定されるべきも

のですが、正社員と非正規社員との間の相違は職

務内容、転勤の範囲、その他の具体的事情に照らし

て不合理なものであってはならないとされています。

５ 定年後に継続雇用された有期雇用労働者の
取扱い
　定年後に継続雇用された嘱託社員については、

継続雇用であることを含め、様 な々事情を総合的

に考慮して、正社員との処遇の相違が不合理と認

められるか否かを判断するとされています。
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